
上天草市外国人観光客（台湾）誘致促進業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

  人口減少、少子高齢化に直面する本市において、交流人口の拡大や地域活性化を図る

うえで、観光消費額が大きい外国人観光客の取り込みが課題となっていることから、本

市では、訪日観光客の伸びが著しい台湾を重点市場のひとつに位置付けており、これま

でも台湾においてインバウンド対策を展開してきたところである。 

  そのような中、熊本地震により、県全体の観光イメージ低下及び風評被害等により、

本市を訪れる国内外からの観光客が減少しており、比較的被害が少なかった本市におい

ても大きな影響が生じている。 

  そこで、台湾向けのインバウンド対策として、現地の旅行会社への旅行商品造成の働

きかけ及び各種メディア等を活用した情報発信等により、本市の認知度を向上させると

ともに、台湾から本市への更なる誘客促進を図ることを目的に、公募型プロポーザルを

実施する。 

 

２ 業務の概要 

（１） 業 務 名   

上天草市外国人観光客（台湾）誘致促進業務 

（２） 業務内容   

別紙「上天草市外国人観光客（台湾）誘致促進業務委託仕様書」（以下、「仕様

書」という。）のとおり 

（３） 業務期間   

契約締結の日の翌日から平成２９年３月２４日（金）まで 

（４） 見積限度額   

４，５００千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※ この金額は契約額を示すものではなく、予算額の上限であり、見積額はこれを

越えないこと。 

 

３ 業者選定の方法 

公募型によるプロポーザル方式 

 

４ 参加資格 

プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。 

（１） 九州内に本店、支店又は営業所を有する法人であること。 

（２） 上天草市工事等請負及び契約等に係る指名停止の措置要領（平成１６年上天草 

市告示第９４号）に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 



（３） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ないこと。 

（４） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定により更生手続開始

の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定により再

生手続開始申立てがなされていない者であること。 

（５） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っている者でないこと。 

（６） 当該プロポーザル及びその他の委託契約について、不正又は不誠実な行為がな

いことを誓約できる者であること。 

 

５ プロポーザル実施要領の配布 

 （１） 配布期間 

     平成２８年９月１６日（金）から平成２８年９月３０日（金）までの午前８時

３０分から午後５時まで（閉庁日を除く。） 

 （２） 配布場所 

     市ホームページから直接資料をダウンロード又は以下の場所にて資料配布を行

う。 

     熊本県上天草市大矢野町上１５１４番地 

     上天草市経済振興部観光おもてなし課（以下「主管課」という。） 

 （３） 配布資料 

    ア 上天草市外国人観光客（台湾）誘致促進業務委託公募型プロポーザル実施要   

     領 

    イ 仕様書 

    ウ 質問書（様式第１号） 

    エ 参加表明書（様式第２号） 

    オ 会社概要（様式第３号） 

    カ 企画提案書（様式第４号） 

    キ 業務実績調書（様式第５号） 

 

６ 質問受付及び回答 

（１） 提出書類 

質問書（様式第１号） 

（２） 提出期限 

平成２８年９月２６日（月）の午後５時まで 

（３） 提出場所 

主管課 



（４） 提出方法 

     質問は、質問書の提出により行うものとし、電話・来庁等口頭による質問は受

け付けない。また、提出方法は、電子メールで提出することとする。 

  （Ｅ-mail アドレス：kankou_atmark_city.kamiamakusa.lg.jp）  

 ※ スパムメール対策のため、「＠」を「_atmark_」と表示しております。送信の際 

には、「＠」に変換すること。 

※ 件名は、「上天草市外国人観光客（台湾）誘致促進業務（事業者名）」とすること。 

 （５） 回答方法 

     質問に対する回答は、参加表明をした全業者に電子メールで回答する。 

 

７ 参加表明書等の提出 

プロポーザルに参加しようとする者は、次の必要書類を作成し、期限までに提出する

こと。 

（１） 提出書類 

       参加表明書 

  （２） 添付書類 

    ア 会社概要 

    イ 登記事項証明書（写し可） 

ウ 国税、都道府県民税及び市町村税に未納の無い証明書（写し可） 

 （３） 提出期限 

     平成２８年９月３０日（金）午後５時まで 

 （４） 提出場所 

     主管課 

 （５） 提出方法 

    提出資料は紙媒体とし、持参又は郵送により提出すること。持参の場合は、午

前８時３０分から午後５時まで（閉庁日を除く。）受け付ける。郵送の場合は、送

付用の封筒の表面に「上天草市外国人観光客（台湾）誘客促進業務（参加表明）」

と朱書きのうえ、郵便書留により提出すること。 

 

８ 企画提案書等の提出 

  記７の参加表明書を提出した者は、企画提案書等を提出すること。 

※ 用紙サイズは、原則Ａ４版、長編綴じ印刷とする。 

 （１） 提出書類 

    ア 企画提案書 

    イ 業務に対する企画提案（任意様式） 

     ①  仕様書に記載する記４業務内容について具体的に記載すること。 



         ② その他、業務目的を向上させる独自の企画提案があれば記載すること。 

ただし、見積限度額内で実施可能なものに限る。 

    ウ 業務の実施計画（任意様式） 

      業務スケジュールを具体的に記載すること。 

    エ 業務の実施体制（任意様式） 

      予定する責任者名及び担当者名を明記するとともに、実施体制、人員、役割

分担間の連携について具体的に記載すること。 

    オ 業務実績調書 

      過去２年間の類似業務実績について記載すること。 

    カ 見積書（任意様式） 

      見積書に記載する内訳には、詳細な内容を記載すること。 

（２） 提出期限 

平成２８年１０月１２日（水）午後５時まで 

（３） 提出場所 

      主管課 

（４） 提出方法 

    持参又は郵送による。持参の場合は、午前８時３０分から午後５時まで（閉庁

日を除く。）受け付ける。郵送の場合は、送付用の封筒の表面に「上天草市外国人

観光客（台湾）誘致促進業務（企画提案）」と朱書きのうえ、郵便書留により提出

すること。 

（５） 提出部数 

紙媒体で７部提出すること。 

 

９ 企画提案書の審査 

審査は、別に定める「上天草市外国人観光客（台湾）誘致促進業務委託者選考審査会

（以下「審査会」という。）」において企画提案を総合的に審査のうえ、最も優れた 提案

を行った者を契約予定者として特定する。  

（１） 審査（書類審査） 

提出書類をもとに、総合的に評価し、契約予定者（受託者）を選定する。  

（２） 審査項目及び審査基準 

 「上天草市外国人観光客（台湾）誘致促進業務委託公募型プロポーザル 実施要領」

の別表のとおり 

 

10 審査結果の通知 

審査結果については、審査終了後、全提案者に文書にて通知する。なお、審査結果の

公表は行わないものとする。 



  

11 スケジュール 

  本業務に係るスケジュールは以下のとおりとする。 

内容 日程 

公告 平成２８年９月１６日（金） 

質問書の提出期限 平成２８年９月２６日（月） 

質問書の回答 平成２８年９月２８日（水） 

参加表明書等の提出期限 平成２８年９月３０日（金） 

企画提案書等の提出期限 平成２８年１０月１２日（水） 

審査 平成２８年１０月中旬 予定 

結果通知 平成２８年１０月中旬 予定 

 

12 企画提案書の無効（失格事項） 

  次の各号のいずれかに該当するときは、その提案者を失格とする。 

 （１） 虚偽の申請を行い、提案資格を得たとき。 

 （２） 公平な審査を阻害する行為があったとき。 

 （３） 提出方法、提出先、提出期間に適合しないとき。 

 （４） 定められた作成形式又は記載上の留意事項に示された要件に適合しないとき。 

 （５） 審査の結果、最低基準以上の点数を得られなかったとき。 

 

13 契約締結 

 （１）  契約手続き 

審査の結果、契約予定者となった者については、主管課と提案内容の詳細につ

いて協議のうえ、予定価格の範囲内で契約手続を行うこととする。なお、契約締

結に至らない場合は、次点者と契約手続きのための協議を行うこととする。 
 （２）  契約保証金 

       本業務の受託者は、契約保証金として契約金額の１００分の１０以上の額を、

契約締結前に納付する必要があるが、上天草市契約規則（平成１６年上天草市規

則第３６号）第２９条の規定に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納

付を減免することができる。 

 
14 その他留意事項 

 （１） 提出期間後の書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（２） 一参加者に付き一提案とし、提出書類の返却はしない。 

（３） 当該プロポーザルに係る費用は、全て参加表明者の負担とする。 



（４） 採用された企画等に係る著作権その他一切の権利は発注者が有することとする。 

（５） 提出された企画提案書を受理した後の提案者による加筆及び修正は認めない。 

（６） 企画提案及び契約手続において用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日

本の標準時及び計量法によるものとする。 

 

15 書類の提出先及び問合せ先 

〒８６９－３６９２ 

熊本県上天草市大矢野町上１５１４番地 

上天草市経済振興部観光おもてなし課 （担当：入口、山川） 

電 話 ０９６４－２６－５５１２（直通）   

ＦＡＸ ０９６４－５６－５１０７ 

Ｅ-mail kankou_atmark_city.kamiamakusa.lg.jp  

  ※ スパムメール対策のため、「＠」を「_atmark_」と表示しております。送信の際 

には、「＠」に変換してください。 

 

 

 

 



別表「審査項目及び評価基準」 

審査項目 配点 評価基準 

（提案内容に関する視点） 

提案内容全般について ２０ 

・業務目的を十分理解した提案がされているか。 

・全体を通して、上天草市への誘客促進が期待

できる内容であるか。 

台湾からの誘客を目的とした業務内

容について 
６０ ― 

 

ア 旅行商品造成促進業務 (20) 

・旅行商品造成に向けた、旅行会社等への働き

かけ、その手法は効果的なものか。 

・造成する旅行商品を実施することにより効果

的に誘客に繋がることが期待されるか。 

イ 旅行会社の招聘業務 （20） 
招聘対象者を選定する考え方、対象者数、滞在

行程は適切か。 

ウ 
メディア等を活用した情報

発信業務 
(10) 

最適な媒体を活用した効果的・効率的なプロモ

ーションとなっているか。（費用対効果） 

エ 
現地旅行会社セールスサポ

ート業務 
(10) 

効果的なセールス活動の実施に向け、セールス

先企業等を選定しているか。 

（実施体制に関する視点） 

実施体制 １０ 

・業務経験と実績があり、本事業の完遂能力に

問題はないか 

・計画を適正かつ確実に実施できる人員体制と

スケジュールであるか。 

（基礎的事項） 

見積額の妥当性 １０ 
見積額は提案された企画内容として適切である

か。 

合    計 １００ 
 


